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（内容の要旨） 

近年、技術の発達によりドライバの運転行為を支援する先進運転支援システム（ADAS： 

Advanced Driver Assistance System）を搭載した車両が普及し、交通事故の抑制に貢献

している。さらに交通事故を減らすことを目的として自動運転レベル3以上の高度運転自

動化技術を可能とする自動運転システム(ADS：Automated Driving System)を搭載した自

動運転車（ADV: Automated Driving Vehicle）が社会実装される段階に来ている。ADAS

のような支援ではなくドライバに代わり運転行為を行うことで交通事故の抑制以外にも

少子高齢化によるドライバ不足の解消など多くの社会課題に貢献することをADVは期待
されている。 

ADVが社会から受容され存在を認められて普及するためには、ADVの周辺の交通参加

者の安全が確保されるばかりでなく、ADVの振る舞いにより周辺の交通参加者が危険を感

じないようにする必要があると考えられる。これまでの関連研究では、ADSまたはADAS

搭載車両自身のリスクを下げることを目的に危険を回避することに焦点を当てている研

究が多いが、周辺の交通参加者が感じるリスクを明確に評価し、これを低減するための研
究は見当たらない。 

本研究では、ADSが周辺車両の運転レベルの評価を行い、運転レベルが低く危険源とな

り得る周辺車両から許容できるリスクに低減する距離を保つ方法を提案する。これによ

り、リスク上昇につながる交通環境の変化が発生した場合にも、自車両自身の安全を確保

した上で、周辺車両のドライバへ与えるリスク感を低く保つことが可能となる。この評価

には、ADASによる衝突回避の先行研究で提案されたRF(Risk Feeling)を用いている。周
辺車両の運転レベルの評価には、周辺の交通環境を把握した上で、自車両と各交通参加者

の状態から評価したリスクを本研究で提案するPotential Risk Area of the Vehicle(PRAV)

コンセプトに反映している。そして、周辺車のリスク評価を行った上で、その評価結果に

応じてADSが自車両を操作するものとする。PRAVコンセプトの効果についてFTA(Fault 

Tree Analysis)を用いて検証している。 
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ADV（Automated Driving Vehicle）、ADS（Automated Driving System）、交通参加

者、社会受容性、リスク評価 
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第1章  緒言 

1.1 研究の背景 
近年、技術の発達によりドライバの運転行為を支援する先進運転支援システム（以下、

ADAS： Advanced Driver Assistance System）を搭載した車両が普及し、交通事故の

抑制に貢献しており、同機能を搭載しない車両に対して人身事故発生件数が6割低減し

ているとする報告がある [1] [2] 。今後は技術の発展により、運転行為をドライバに代

わって行うレベル3以上の運転自動化技術を搭載した車両（ADV: Automated Driving 

Vehicle）が社会に出るとされ [3] [4] [5] [6]、日本国内企業が2020年度内の日本国内発

売を予定している [7]。本章では自動運転の定義を確認し、自動運転車が社会から期待

される役割とその課題を述べる。 

レベル 3自動運転について 2020年 6月に国際基準が成立し･自動車専用道路上 

･車速 60km/h 以下 ･前走車あり ･同一車線内 という条件について規定が決められた。 

この条件においてドライバは ステアリング操作不要(Hands Off)、及び、周辺監視不要

(Eyes Off)となり、運転行為から解放されることになる。ただし、ドライバは自動運転

走行が出来ない場合の運転交代要員としての機能を有することになり、ADSから運転

交代要求(RTI： Request To Intervene)が出された場合に応答しなくてはならず、居眠

り等の行為が許されることはない。 

今後は技術の高度化によるレベル 3 自動運転車の一般化,レベル 4,5 自動運転車の実用

化が見込まれている [4]。この背景には社会からのニーズがある。社会が自動運転車に

求める役割として交通事故削減があげられる。 

警視庁交通局の統計データ [8]によると 2010年から 2020年までの近年 10年間に交

通事故死者数は 4948人から 2839人へと 43%低減している。そして、2020年度から市

場へ出るレベル 3をさらなる低減への貢献が自動運転に期待されている [4]、この期待

に応じて自動車製造事業者各社は 2030年までの「交通事故死者数ゼロ」、「交通事故

ゼロ社会実現をリードする存在になる」などの目標を打ち出している [9] [10]。 

他、交通渋滞の緩和、物流交通の効率化、高齢者等の移動支援、等、多くの社会問題解

決への貢献が期待されている。 

自動運転の定義について述べる。自動運転に関してはシステムがどの程度、動的運転

タスク(以下、DDT: Dynamic Driving Task)に介入するかの度合いによる分類がレベル

として定義されており、全ての DDTをドライバが行うレベル 0から全てをシステムが

行うレベルまでの 6 つに分類される。Table.1 は自動運転車の安全技術ガイドライン 

[3]に記載された自動運転レベルの概要である。これは文献 [11] [12]を元に作成された

もので、国際的な規格に準拠している。 

ここで、レベル 0～2と 3～5で大きく区別される。この違いはレベル 0～2は DDT

を実行中について、安全に係る監視と対応の主体の役責がドライバにあるのに対して、

レベル 3以上では条件や領域が限定される場合を含み、その役責がシステムにあること

である。レベル 3以上では車両に搭載された自動運転システム(以下、ADS：Automated 

Driving System)がそれを行う。本研究においては、文献 [11] [12]に基づいて以下のよ

うに定義する。 

 

自動運転システム：レベル 3～5の運転を行うシステムを指し、ADSの略語を使う。 

緊急回避能力及び ADASが持つ能力（先行車追従、レーンキープ能力等）は自

動運転システムの機能の一部とする。 

 

自動運転車とは ADS を搭載した車両を指し、本論文では ADV（Automated Driving 
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Vehicle）の略語を用いる。 

 

Table. 1 自動運転化レベルの定義の概要 [3] 
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ADV が期待される役割を果たすためには、社会から受容され、存在を認められなけ

ればならない。そのためには危険な存在ではないことを周囲に認知される必要があり、

ADV が走行する周囲の交通参加者にとって許容しがたいリスクとなってはならず、そ

れは、通常状態で自動運転走行しているときだけでなく、異常が生じて自動運転走行の

継続が困難な場合においても守られる必要がある。 

ODDと異常発生時危険回避機能（MRM: Minimum Risk Maneuver）について述べ

る。 

国土交通省 自動運転車の安全技術ガイドライン [3]において、レベル3,4自動運転が満

たすべき車両安全の定義を次のように定めている。 

「許容不可能なリスクがないこと。すなわち、自動運転車の運行設計領域(ODD)におい

て、自動運転システムが引き起こす人身事故であって合理的に予見される防止可能な事

故が生じないこと」 そのための要件としてのODDの設定、ADSの安全性についての記

述が続く。 

ODDの設定については、「レベル3以上の高度な自動運転システムは未だ開発段階の

技術であり、あらゆる道路環境や気象条件などで自動運転車が完全に安全な走行が行え

る技術水準に至っていない、このため、個々の自動運転車が有する性能及び使用の様態

に応じた運行設計領域(ODD)を定め、走行環境や運用方法を制限し、自動運転システム

が引き起こす人身事故であって、合理的に予見される防止可能な事故が生じないことを

確保する必要がある。」とあり、レベル3,4自動運転は技術的な理由により、自動運転走

行出来る条件が制限されることを示している。ODDについては自動運転システムが機

能する特定の条件を規定するものとして、道路条件（高速道路、一般道、車線数、車線

の有無、自動運転車の専用道路 等）、地理条件（都市部、山間部、ジオフェンスの設

定 等）、環境条件（天候、夜間制限 等）、その他の条件（速度制限、信号情報 等のイ

ンフラ協調の要否、特定された経路のみの運行に限定すること、保安乗員の乗車要否 等）

が例としてあげられている。 

ODDについては”ODD Classification Framework With Top-Level Categories and 

Immediate Subcategories”として、A Framework for Automated Driving System 

Testable Cases and Scenarios (NHTSA) [13]に詳細に記載されている。 

ODDがこのように設定されるのはADSが自動運転を行う上で、技術的な問題により多

くの考慮すべき制約があることを示している。 

先の章で述べた、2020年にレベル3自動運転車の使用場所として国際基準となった、 

「自動車専用道路上、同一車線内、車速60km/h以下、前走車あり」という条件もODD

の一部である。 

Minimal Risk Maneuver(MRM)について述べる。レベル3,4 ADSが技術的発展の問

題からODDの設定が必要であり、レベル3,4 ADSはODDの範囲内でのみレベル3,4 自

動運転を行うことが可能であることを先に述べた。つまり、ODDの範囲外ではレベル

3,4の自動運転を行うことが出来ない。ADVがODDを外れる場合には、走行モードをレ

ベル3,4 自動運転からレベル3未満の走行モードへ移行させなくてはならない。先のガ

イドライン [3]では「自動運転システムの安全性」として、ADVがODDの範囲外となっ

た場合や、イレギュラーなことが生じた場合について以下のように規定している。 

 

「設定された ODD の範囲外となった場合（範囲外となりそうな場合を含む）や自動

運転車に障害が発生した場合等、自動運転の継続が困難となった場合には、最終的に車

両を自動で安全に停止させることが必要である。」 
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ODDを外れて自動運転の継続が困難となりそうな場合に車両を自動で安全に停止させ

ることを目的としてADSに設定を義務づけているのがMRMである。 

レベル3ではODDを外れる、または、外れそうな場合に、ADSはドライバに運転交代

を要求する(RTI)。ドライバがこれに応じない場合に事故発生リスクを最小限に抑えて、

車両を自動で安全に停止させるMRMを作動させる。レベル4 ADSの場合は、ODD範囲

内での使用において、かつ、ドライバがいないことが前提であるためRTIは不要となる。 

MRMが作動する状況を考えた場合、自動運転モードでの走行が困難な状況において、

ADVは周囲の車両など交通参加者に危険を与えないよう、交通事故を誘発せずに動作

しなければならず、技術的難易度が高いことが考えられる。 

 

※MRM については国土交通省ガイドライン [3]では“MRM(ミニマル･リスク･マヌー

バー)”、NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration) [13]では”Minimal 

Risk Maneuver”、国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)では“Minimum Risk 

Manoeuvre(MRM)” [14]、という言葉がそれぞれ使われて言及されている。 

 

MRM の動作について述べる。文献 [11] [14] [15]を参考に MRM の動作の一例を

Fig.1 に示した。レベル 3 自動運転車を想定したものである。ADSは ADVが ODD範

囲内で走行する場合に、ドライバの意志によりレベル 3の自動運転走行を行う。自動運

転モードで走行中、ODDを外れるトリガイベントが発生する。トリガイベントにより、

ODDを外れつつある、または、ODDを外れた ADVは搭載された ADSがドライバに

対して運転交代要求を行い（RTI：Request to Intervene）、減速（減速度｜4 m/s2｜以

下）を開始し、一定時間、ドライバの反応がない場合はより高い減速度で強い制動を行

い、車両を同一者線内に停止させる。 

 

ガイドライン [3]において、ADSがMRMを実行する場合として「ODDを外れる/外れ

そう」以外に、「ADSに障害が生じた場合」、「その他の理由で ADSが自動運転継続を

困難と判断した場合など」とある。これらの場合に RTI をドライバへ発信し応答がな

い場合に ADSはMRMを作動指せる。Fig.4では通常のレベル 3自動運転走行状態か

らドライバへ RTI を要するトリガイベントが発生し、MRM を行うまで流れを図示し

た。 

 

 
Fig. 1 MRMの動作の一例 
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Fig. 2 MRMへの移行フロー 

 

自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)レポート ECE/TRANS/WP.29/2020/81 [14] 

第 5章においてMRMの動作について以下のように記述している。 

 

以下 WP.29レポートにあるMRM動作についての記述（原本を筆者により和訳したも

の） 

（5.5.1） 

⚫ 同一車線内で減速、または、車線が見えない場合は周囲の道路状況と道路インフ

ラを考慮して適切な軌道に残ること。減速度は 4 m/s2以下であること。 

⚫ ドライバの注意を促すためや深刻な ALKS や車両の故障の場合により急激な減

速がごく短時間において許容される。 

※ALKS: Auto Lane Keeping System（同一車線内走行維持システム） 

⚫ MRMの開始と同時にハザードランプを作動させなければならない 

（5.5.2） 

⚫ MRMはドライバがキャンセルしない限り車両を停止させる。 

以上 

 

Fig.1は同一車線内を減速して停止する「減速停止型」について表したものであるが、 

さらに国土交通省ガイドライン [3]では、MRM の動作について次のように記載してい

る。 

 

⚫ 車両を路肩等の安全な場所に自動で移動して停止させることが望ましい。  

 

⚫ 自動運転車の MRM の設定は、周囲への警報を行いつつ、車線を維持、又は車

線を変更しながら自動で安全に停止させる措置が想定されるが、今後の技術開

発の動向及び国際的な基準の検討状況を踏まえ具体的要件を検討する。 

 

2018 年に発行された国土交通省 ガイドライン [3]には上記のように車線変更を伴う

MRMについて示唆されているが、レベル 3自動運転装置の国際基準が 2020年 6月に

成立し、これに関係するWP.29の提案書 [14]には車線変更を伴うMRMについての記

述はない。しかし、国土交通省が自動運転とは関係せずに発行した、「ドライバー異常

時対応システム」の基本設計書 [16] [17]には「減速停止型」の他に「路肩退避型」につ

いて記載がある。 
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MRM 実行については ADS による自動運転が困難である場合において、車両を安全に

停止させることが求められている点で技術的難易度が高い場合があると推察する。例と

して、車両が悪天候などで搭載された外界検知用センサが使えなくなった場合を想定す

ると、路面の白線を検知するカメラが使用出来ない場合、同一車線内で停止するという

行為をカーブ中で行うことは難しいことが予想される。 

ドライバが通常状態で車両を運転する上で、緊急回避を要する場合がある。代表的な

シーンとしては、日常的に起こりうるものとして前方車両への追突の恐れが生じる場面

がある。また、道路上の落下物をよける場面も考えられる。レベル 3,4自動運転走行中

の ADVはこれらの場面においてもレベル 3自動運転の動作としてこの状況に対処する

必要がある。 

 

自動運転技術は開発段階にあるために ADVが単独で実現できる安全、つまり、他の

交通参加者にとって許容しがたいリスクとならないための振る舞いを広い行動範囲に

おいて実現することは難しいことが考えられる。このために、2020 年の段階ではレベ

ル 3 自動運転車の公道での使用のための国際基準は実質的に自動車専用道路上におけ

る渋滞中での使用に範囲を限り成立した [14]。しかし、これでは ADVは社会からの期

待に十分に応えられるとは言い難い。 

ADV 単独での安全確保に限界があることは従来から課題意識が持たれてきた。これを

解決しようとする技術開発が行われており、これを紹介する。通信を使用したものであ

り、V2Xという略称で呼ばれることが多い。Vは Vehicle、2は to、Xは Vehicleが通

信する相手を示し、インフラなど様々なものが考えられている。以下は文献 [18] [19]

を参考に記載する。 

1) 車車間通信（V2V：Vehicle to Vehicle）：路上を走行する車両間で行う通信システム 

車同士がお互いの存在、位置情報、速度情報等をやりとりすることで協調制御する。 

 

2) 路車間通信（V2I：Vehicle to Infrastructure）： 車両と道路インフラとの通信シス

テム 

 V2R(Vehicle to Road)を含む。 

 道路側から信号情報などの道路情報を車両が入手し安全運転に活用する。 

 

3) 歩車間通信（V2P: Vehicle to Pedestrian）： 車両と歩行者との通信システム 

 歩行者の存在情報を車両が取り込み、出会い頭の歩行者との衝突を防ぐ 

 

4) 車とネットワーク通信(V2N:Vehicle to Network)： 

車両とクラウドとの通信システム 

 

 車両へより遠方の道路状況を伝えることで安全制御に役立つことが期待され

る。通信対象にNが入ることで、V2N2V、I2N2Vといった、車両同士、車両

と道路インフラとの通信を補間でき、データを車両、道路インフラの情報をク

ラウドからよりデータを必要とする、より遠くの場所で活用することが可能と

なり、車両の遠隔制御による緊急停止などの実施を行えるとし、2025 年頃に

限定地域でのレベル 4自動運転車への応用が期待される。  

 

これらは車両に搭載されるカメラやセンサなどの認識技術の限界を補うだけでなく、

強化して、ADV のより安全な有効活用に役立つことが期待できるが、まだ、実用化へ

の道のりが遠いのが現実である。 

車車間通信は自車と他車の両方に通信機器が搭載される必要があるが現状では一般

的に普及していない。 



11 

 

路車間通信については経済産業省と国土交通省の自動走行ビジネス検討会レポート 

[20]によると、レベル 3,4の自動運転に最低限必要な通信インフラの要件と、認知･判断

技術の要件の見極めについて 2020年度末をめどに行うとしており、このときにインフ

ラの整備コストと技術開発の必要性のバランスが考慮される。今後、どの程度までの普

及と利用を目指すのかも含めて検討を要するものである。2025年 3月頃に特定地域内

での試験運用を行った後に 2030年頃までに安全性評価を行うとしており、実用化は当

分、先のこととなる。 

車両とネットワークとの通信システムも路車間通信と同様の動きで 2025年頃の特定

地域内に限定して、また、通信対象としてレベル 4 自動運転車を想定していることか

ら、これもまた同様に実用化は先の話である。 

レベル 3 の ADV が社会で実用化され始めようとする状況において、ADV が将来的

に期待される役割を果たせるよう、社会から存在を認められ受け入れられて、普及する

ために、周辺の交通参加者にとって、許容不可の危険源とならないように ADVが振る

舞うことが必要であり、MRM作動や、突然の交通状況の変化における危険回避行動が

必要とされる場合においてもこれを可能とする研究が求められる。 

かつ、前提として V2X 等の現時点で、実用化、普及が見込めない技術やシステムを使

用せずに行う必要がある。 
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1.2 先行研究と特許 
⚫ 先行研究 

ADV及び、ADAS搭載車の安全な振る舞いについての研究を以下に紹介する。 

Donghoon Shin [21]らは V2Vとレーダを融合したシステムを提案し、高速道路での

カットイン車両への回避行動について検証し、レーダのみをセンシングに使用した場合

と比較して、提案システムでは V2V により検知対象の車両からの情報が早く得られる

ことで、より早期から穏やかにブレーキをかけることができるために、危険回避行動の

交通の流れに対しての影響が最小になるとしている。また、Xu, Qingら [22]は車車間

通信(V2V)、路車間通信(V2R)の効果を検証した。これらは V2Xの利用の効果を示すも

のである。 

ポンサントーンの研究 [23]は衝突危険度を予測したドライバの行動を表現する“自

律運転知能システムのドライバモデル”を作成したものである。ドライバが交通状況に

応じて潜在的な危険予知による判断をおこなうものを制御で実現し、ADAS へ組み込

むことを目的としている。研究では駐車車両の陰から歩行者が突然飛び出す状況を想定

し、モデルから求めたリスクポテンシャルから導出した走行軌跡と速度が熟練ドライバ

による運転行動を精度良く再現しているとした。これは V2X を使用せず、すでに広く

実用化されているカメラ、レーダなどの既存の車両搭載外界検知センサの利用で実現可

能であること、また、熟練ドライバの危険予知行動の一部を再現している点で興味深い。 

古賀あやめら [24]は運転個性を反映したモデル予測型自動運転システムの提案を行

っている。これは、人間のドライバが状況の観測や自らの経験、勘に基づいて自車両の

挙動を予測しつつ、操作量を決定していることを自動運転システムに反映するためのも

ので、自車両がスムースに運転を行うことを目的とし、予測による危険回避を目的とし

たものではない。 

橋本康平らの研究 [25]では一般的に熟練運転者が視覚情報だけでなく、起こりうる

事象の知識や過去の経験に基づいて高度な危険予測と運転行動の意志決定を行うとし、

自動運転のための ”危険予測したうえで運転行動の意志決定を行うシステム” を危険

予知システムとして、これを推論の根拠を提示可能な論理知識型 AIに基づいて構築す

ることを提案した。自動運転車が万が一の意志決定ミスによって事故を起こした際に、

自動運転車に人工知能がその意志決定に至った根拠の説明を求められた際にそれを説

明可能な手法として論理知識型 AIを選択している。この研究ではシステムの提案をし

ており、熟練ドライバのどのような運転を自動運転車に搭載するかを論じるものではな

い。 

ポンサトーンの研究 [23]は、文献中に記述があるように、「数秒先の運転状況を先読

みする」ことを目的としている。数秒先を予測することは危険回避において有効と考え

られるが、筆者の経験では熟練ドライバは事前に周囲の道路状況を把握してリスクの発

生要因となるものに近づかないように配慮することで不測の事態が生じた時により穏

やかに対処する事もあると考える。そして、より距離的に遠くにある、また、より長い

時間の先に起こりえる危険を予測して対処する、または、危険となるイベントの発生を

防ぐことを可能とさえする技術が V2X と考えるが、これは多くの企業でユースケース

を設定し実証実験を行っている段階であり [26] [27]、一般に普及はしていない。 

木下の研究 [28]は自動運転車及びそれに関わる周辺システムを「自動運転車を取り

巻く System of Systems」と定義し、自動運転車が導入された交通環境の安全の実現を

目的として行われている。ここでは自動運転車が交通参加者に対して設定する優先度に

関する抽象的な約定に沿って振る舞うことが System of Systems(SoS)の安全の確保の

ために重要であることを SoSアーキテクチャに基づいて導いている。 

本間ら [29]は MRM を行う自動運転車が後続車へ与える影響をドライビングシミュ

レータ(DS)試験で評価しており、減速停止、及び、路肩退避を行う場合について後続車
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のドライバがもつ不快感から衝突リスクが比較的高い条件では後続車両のドライバか

らの受容性も低く評価される傾向であることを求め、望ましい MRM の条件を論じて

いる。 

岸川ら [30]は事故を起こさず安全であることに加えて、自動運転車の搭乗者にとっ

て不快感を与えない走行を「安心走行」と定義し、深層強化学習によって安心走行を獲

得する手法を提案している。 

松下ら [31]は前方視野の危機感に基づくドライバモデルの自動運転制御への応用と

してシステムの認知･判断のプロセスを模範的な運転としてドライバに示すことでドラ

イバの安全意識、安全基準の向上を実現し、ドライバ自身が運転する際の安全運転の実

現を想定している。この研究における危機感とは自動運転車のドライバのものである。 

米陀ら [32]は自動運転システム用のレーンチェンジ計画として熟練ドライバのレー

ンチェンジ軌跡を評価してこれと比較してなめらかな走行軌跡を得られるレーンチェ

ンジモデルを提案している。周辺車両の観測･走行軌跡の予測による衝突判定を行い走

行軌跡を評価するものである。 

金子ら [33]も自律走行車両のステアリング制御に着目した研究を行っている。大型

貨物車を対象として、障害物回避時の人間の運転動作を基本とした危険感ポテンシャル

ドライバモデルと車両運動性能を考慮した車両モデルを用いた制御目標生成アルゴリ

ズムの提案について、熟練ドライバによる実車走行実験データと同様の走行環境から生

成された制御目標との比較検証を行っている。危険感ポテンシャルは自車両ドライバの

ものについて考慮されたものである。 

他にも自車両のドライバの状態、とりわけ視線をモニタリングすることにより危険な

運転が行われることを未然に防ぐことを目的とした研究がなされている [34] [35]。 

Deo ら [36]は自車両の行動計画について、車両に搭載したセンサで周辺車両の動き

を予測する FRAME WORKの提案を行っており、自車両のドライバと他の交通参加者

の安全に配慮した自車両の運転を実現しようとするものである。 

平岡らの研究 [37] [38]では、歩行者を検知してその検知性能を示す検知率が運転行

動に与える影響について検証を行っている。 

 

Mobileyeの Shwartzら [39]は Responsibility Sensitive Safety(RSS)と名付けたモ

デルを提唱している。これは従来の機能安全(ISO26262)による手法では自動運転車両

を取り巻く様々なケースでの交通環境の安全を確保することは難しいという考えに基

づいているものである。現実の交通環境では自動運転車両が事故に巻き込まれないこと

を保証できず、事故の発生源にならないことを目的としている。RSSは「後ろから衝突

しないこと」「無謀なカットインをしないこと」「道を譲ること」「視界の悪い場所は注

意を払うこと」「避けられる事故は避けること」を常識的なルールとして形式化し、シ

ナリオを提示してモデル化を行っているものである。 

 

⚫ 特許 

本研究では熟練ドライバが行う危険予知と回避の方法として、周辺車両の運転のレベ

ルを評価し、リスク源となり得る車両には近づかない等の対処を行い、これを ADVの

危険回避行動へ取り込むことを考える。これと類似の手法が特許として出願されている。 

ソニー株式会社の特許 [40]は以下の内容である。 

周辺車両の運転レベルの評価を自車両のドライバまたは、車両に搭載したカメラなどの

センサ類により行う。このデータは評価された運転者、車両と評価結果を IDで連結さ

せてデータサーバに格納される。データサーバには過去に評価された運転者の運転傾向

を示すデータが車両情報とともに蓄積される。そしてこのデータは利用者に提供され、

自車両を運転中のドライバは周辺を走行する車両について、それが危険な運転を行うド
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ライバが運転する車両であるかを知ることが出来、それにより利用者であるドライバは

危険運転を行うようなドライバが運転する周辺車両からは車間距離を長めに設定する、

近づかないなどの運転上の配慮を自ら行うことが出来るというものである。 

この特許が解決しようとするのはドライバの運転特性を保険料の算出に利用する「運

転行動型テレマティクス保険」での困りごとである。これがこの特許を特徴づけている。

このタイプの保険はドライバの運転を評価して急ブレーキ、急発進、急ハンドルを多用

するドライバについては危険な運転が多いとして保険料が高く算出されてしまうが、緊

急回避行動のための急操作は妥当なものであり、不当に保険料が高く算出される可能性

があるため、単に急操作の頻度の高さで評価するのではなく、他者による運転評価を用

いようとするものである。このため、この特許ではデータサーバへデータを蓄積し、こ

れを用いることを前提としている。保険契約者など、データサーバのデータを利用する

権利を保有する者がシステムを利用出来ること前提としていると考える。つまり、この

特許に書かれたシステムにはデータサーバや車両とサーバをつなぐ通信などが必要で

あり、車両単独で成立させるものではない。その一方で、車両側には特別な外界検知セ

ンサや ADS,ADASを必要ともしないことは長所となり得る。他車の運転評価のための

カメラが必要なら、すでに存在するようにドライブレコーダ等を保険契約者に提供する

方法を取ることも可能であろう。 

 

⚫ 先行研究のまとめ 

前走車へのリスクを評価した研究、一般的に実用化していない V2X の有用性を示す

研究が多数あり、自動運転車が事故を起こさないよう、搭乗者のリスクを評価して熟練

ドライバの様になめらかで安全な運転を行うことを目的としたものがある。また、AIを

用いた研究もあるが、走行中の周辺車両に自車両が及ぼすリスクを評価し、これを低減

することを目的とした研究は見当たらない。また、ソニー株式会社の特許については周

辺車両に対しての運転レベルの評価結果を利用して危険な車両に近づかないようにす

るものであるが、大型サーバへデータを蓄積してテレマティクス保険契約などでデータ

利用権限が付与された利用者による利用が前提とされており、車両搭載システムで完結

せず、この制限により自動運転車両のどれもが利用可能となるものではない。 

Shwartzの研究 [39]は単純なシナリオを設定してモデル化するという手法をとってお

り、そしてまた、周辺車両のドライバが感じるリスクを定量化しているものではない。 
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1.3 研究の目的 
本研究は ADVが期待される役割を果たすためには社会から存在を受容される必要が

あり、そのためには MRM 動作時や交通環境の急変などによる緊急事態において危険

回避行動を行う場合も、ADV の振る舞いが周辺車両へ及ぼすリスクを抑えることは重

要と捉えて、周辺の交通参加参加者の安全を確保し、受けるリスクを低減することを目

的とする。 

そのために、それらのリスクを評価するための指針を検討し、リスクを最小にする振

る舞いの検討から、ADSのコンセプトを定義する。 

 

1.4 本論文の構成 
第 1 章では高度自動運転技術によるレベル 3 自動運転車がいよいよ実用化目前にあ

る現状を伝え、自動運転技術の自動化レベルの定義、実用化のために発行された国際基

準を紹介し、自動運転技術が未だ開発段階にあること、自動運転が ODD設定範囲に限

られ、そのために、自動運転継続不可となる場合のMRM他の危険回避を行う必要があ

ること、自動運転車の社会受容のためにそれを周辺の交通参加者にとって、許容されな

いリスク源とならないようにする必要があること、先行研究を持ってして課題が存在す

ることと共に本研究の目的を伝えた。 

第 2章ではリスクを評価するための指標を伝える。 

第 3 章では本研究における自動運転搭載車の自動運転システムのアーキテクチャを定

義し、本研究で提案する ADSコンセプトについて説明する。 

第 4章では ADSコンセプトの有効性をリスク評価指標により評価し、 

第 5章で総括する。  
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第 2章 自動運転のリスク評価 
これまでの衝突軽減ブレーキ(AEB :Auto Emergency Brake)、あるいはADASの関連

研究では、主に、先行車への接近を想定したリスク評価の研究が数多くなされてきてい

る [41] [42] [43] [44] [45] [46]。 

この中では先行車に衝突するリスクを後続車である自車のドライバが認知する評価

指数について複数の定義がなされている。 

例として、TTC (Time-To-Collision：衝突余裕時間)、1/TTC 、Kdb(接近離間状態評価

指標)、TTC2nd（TTCの2次予測）、THW (Time-Head Way:車間時間)、MTC(Margin-

to-Collision), RF (Risk Feeling) 等がある [47]。 

この中で AEBに関する指標として一般的に使用されているのは TTCで、AEBが作動

するタイミングを、乗用車は TTC 1.4 s以下、大型車では TTC 1.6 s以下と国土交通省

は定めている。 

近藤崇之ら [48] [49]は、TTC、THWを用い、これらの逆数を組み合わせた RF(Risk 

Feeling)を、先行車を追従する車両のドライバが主観的に感じているリスクを示す指標

として次式で提案している。 

 

 𝑅𝐹 = 𝐴/𝑇𝑇𝐶  + B/ 𝑇𝐻𝑊  (1) （文献 [49]において A=4, B=1） 

 

𝑇𝑇𝐶 = 𝐷/𝑣𝑟   (2) 

𝑇𝐻𝑊 = 𝐷/𝑣   (3) 
 

D：2車間距離 (m)  

vr：2車両の相対速度 (m) 

v : 先行車を追う車両の速度 (m/s) 

TTC：Time to Collision (s) 

THW：Time Head Way (s) 

RF : Risk Feeling (1/s)  
 

 

先行車を後続車が追う状況で後続車のドライバが先行車との衝突のリスクを認識して

ブレーキ操作をするタイミングについてシミュレーション実験で評価している。 

研究結果 [49]では式(1) (A=4, B=1) で求めた値を 2とすることでドライバのリスク認

識を近似している。 

本研究ではドライバのリスク感を示す指標として、近藤らによる RF（A=4, B=1）を

使用する。 

これまでの研究は自動運転技術（レベル１以上）を搭載した車両を自車両と位置づけ、

自車両のドライバが受けるリスクについてなされているものが多い。本研究では ADV

が危険回避行動を行う場合において、自車である ADVだけでなく周辺車両のドライバ

が受けるリスクを考慮する。 
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第 3章 周辺車両のリスク低減を考慮した ADSコンセプト

の提案 

3.1 自動運転システムの基本アーキテクチャの定義 
自動運転システムの基本アーキテクチャの定義については HAVEit(Highly 

Automated Vehicles for intelligent tranport) [50]が提供している ADS単体のアーキ

テクチャを解析し、楠ら [51]と三浦ら [52]が SysML を用いて定義している。本研究

では楠ら、三浦らによる ADSアーキテクチャを引用する。 

 

ドライバの運転行動は、「認知」、「判断」、「操作」であり、ADSの機能はこれに

置き換えることが出来る [53] [54]。Wickensの情報処理モデル [55]では人間がこの３

つを行うモデルに「Working Memory」と「Long-Term Memory」が区別して書かれて

いる。「Long-Term Memory」は経験と学習により蓄積される記憶であり、「予測」に

使用されると考える。Wickensの情報処理モデルを参考にして、ドライバが行うことを

Fig.3に示した。 

Fig.3 でドライバはインプットした情報を用いて「予測」を行っている。「判断」を

行う際には、「前方の車両との距離が近くなったので衝突しないためにアクセル/ブレー

キ操作により距離を保つ」「ステアリング操作により走行する車線を変更する」のよう

に反射的、近視眼的に行うだけでなく、「数秒先、数分先、またはもっと先に何が起こ

りえるか」を予測して、それに基づいて、リスクを避ける行動をドライバは行っている。

つまり、ドライバは「予測」を行うことで、心に余裕を持った運転を行う事が出来るも

のと考える。「予測」を適切に行えるようになるためには、運転経験を重ねることでど

のような状況でどのような事が発生しうるか、特定の状況において周辺の交通参加者が

どのような行動を取り得るかを知り、次にそのようなことが起きたときにどのように運

転行為を行うべきかについて学習したことを記憶し、その記憶を蓄積させる。蓄積した

パターンの多さはドライバがリスクを避けて運転行為を行うための選択肢を増やすこ

とに他ならない。よって、この選択肢を多く持つドライバほど「予測」という行為を活

用することで余裕をもってリスクを回避する機会が多くあると考える。日本においては、

この「予測」によって危険予知をした結果を積極的に運転に活用することを「かもしれ

ない運転」と名付けて推奨し、併せてそのための「危険予知トレーニング」が提唱され

ることがあり、例としては JAF（日本自動車連盟）のWEBサイトの記載がある [56]。 
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Fig. 3 ドライバの運転行動のモデル（Wickens情報処理モデルを参考に作成） 
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自動運転車（ADV）はドライバの代わりに搭載する自動運転システム(ADS)が運転行

為を行うものであり、ADS は Fig.3 のドライバによる各行為を機能とする構成要素が

組み合わされているものである。 

実用化される予定の ADSの構成については、2020年 11月 11日付け国土交通省報

道資料 [57]に本田技研工業(株)提供として、2020 年度に販売予定のレベル 3 自動運転

車の「自動運行装置の構成」として記載がある。ここに使用予定とされるデバイスの種

類について、カメラ、レーダ、LiDARが記載されている。カメラ、レーダ、LiDARな

どのセンサは外界の状況を認識するために使用される。 

 

Fig.4 は自動運転車(ADV)が自動運転で運用される際のコンテクストを示したもので

ある。「Vehicle with Automated Driving Vehicle」は ADVのことを指し、これをま

た、本文では「EGO Vehicle（EV）」と表現する。Fig.5はコンテクストに含まれる外

部環境の構成要素を定義したものであり、Fig.6は外部環境の構成要素を定義したもの

である。これらより EV の周辺車両(Surrounding Mobility：SM)の存在を定義してい

る。本論文の文章中は、周辺車両を SV（Surrounding Vehicle）の略語で扱う。SVは

EVと同じ道路上を走行する。EVは搭載した ADSにより、レベル 3の自動運転を行う

能力を有し、走行環境が設計運航領域（ODD）に合致し、ドライバがレベル 3 モード

での走行を選択すれば、そのようにそれを実行する。Fig.7 は外部環境(External 

Environment：EE)に含まれる自然環境の構成要素を定義したものである。ODD に大

きく関係する。外部環境には道路区分（高速道路、一般道他）、天候などが含まれ、例

えば、一般道での使用が対象外、雨天で視界が悪く周辺の交通状況を ADSが判断しに

くい等、ADSの性能の限界によりレベル 3 モードでの走行を行うことが出来ない場合

がある。ADSにとって、外部環境は自動運転走行の可否を判断する上で重要である。 

一方で、周辺車両の自動運転レベルは様々であり、現状の公道を一般車両の類いとし

て走行することを前提とした ADV（レベル 3）は、様々な自動運転レベル、つまり、自

動運転を行わない周辺車両と同じ道路上を混走することとなる。別の視点で捉えた場合、

公道を走行する自動運転を行わない多くの車両、それを運転するドライバはは、ADVの

登場により、これを同じ空間に存在する交通参加者として受け入れなくてはならない。

EV、SV ともに運転席にはドライバが搭乗している。ADV(レベル 3）である EV のド

ライバは、ADVが ODDにあるとき、ADVをレベル 3で走行させることを選択し、ま

た、ODDを外れる場合に ADSが運転行為を引き継ぐ相手として、いつでも ADSから

の運転交代要求に応えられるように準備しておく必要がある。つまりは、EVが自動運

転で走行している場合においても運転交代先として、ADSからの運転交代要求(RTI)に

答えるため待機するという機能を持たなくてはならない。また、SVのドライバ（SVD）

は常に運転行為を行う上で安全運転を行う義務を負っている。周囲を走行する ADVに

ついても交通参加者の一つとして注意を払わなくてはならない 

。  
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Fig. 5 外部環境の構成要素を示すブロック定義図 

 

 
Fig. 6 潜在的な危険を有する障害物の構成要素を示すブロック定義図 

 

 
Fig. 7 自然環境の構成要素を示すブロック定義図 

 

Fig.4-7は三浦ら [52]より引用 

  

Fig. 4 自動運転車の運用コンテキスト 
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Fig.8 は自動運転車 (ADV)のシステム構成を示したものであり、これらは、車体(EV)、

自動運転システム(ADS)、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)、コマンド実行シ

ステム(CES)により構成されるものである。ADS は自車両が現在 ODD 内にあるか否

か、自動運転が実施可能な状態であるかを判断し、可能である場合には、自動運転走行

可能である旨をHMIを通じて自車のドライバ（EVD）へ知らせる。EVDがHMIを通

じて、自動運転走行の実行を選択し ADSへ伝えると、ADSはそれを受けて、自動運転

走行の実行のための様々な判断を行い、車体を自動運転走行させるためのコマンドを

CESに送る。道路状況等を考慮して自動運転をどのように行うかは ADSによって決め

られる。CESはこれを受けて、車体の加速、減速、操舵、進行方向の変更などを行う。

また、ADSは HMIを通じて EVDの状態を監視する機能を持つ。HMI、CESを ADS

の一部としていないのは自動運転で走行せず、EVD による運転で EV が走行する場合

においても、HMI、CESは使用されるためである。 

Fig.9は自動運転システム(ADS)の構成である。ADSは自車のドライバ（EVD）を監視す

るためのモニタシステム(DMS)、外界を認識するためのシステム（PS）、自動運転をど

のように実行するかを決め、HMI、CESに命令を出す Automated Driving Commanded 

System(ADCS)で構成される。 
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Fig.8, 9 ：三浦ら [52]より引用 

 

  

Fig. 8 自動運転の構成要素を示すブロック図 

Fig. 9 ADSの構成要素を示すブロック図 
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Fig.10, 11は楠ら [51]により提案された外界認識システム(PS)の構成、及び、PSに

使用可能なセンシングデバイス(Sensor)を示したものである。PS は EV の周辺の道路

状況を認識する機能を実現するためのシステムであり、ADS は PS からの情報を基に

どのよう自動運転走行を行うか、どのようにすれば自動運転を行うことが出来るかを判

断することから、PSは ADSの中でも非常に重要な役割を持つものである。PSは外界

を認識するためのセンシングデバイスで構成される。センシングデバイスは何を検知す

るかでその種類が異なる。例えば、EVの周辺に存在する物体が人であるか、車両であ

るかを検知する場合、カメラ（Digital Camera）を使用すると可能だが、レーダ(Rader)

はこれに向かない。一方、接近する物体の速度を検知する場合にはドップラー効果を検

知原理に応用するレーダが向いている。また、外界にあるものを検知する必要から、セ

ンシングデバイスの検知性能は外界環境(EE)によって左右される。例えば、カメラは撮

像素子と処理回路の改良により改善されてはいるが、一般的には暗所での検知は苦手で

ある。また、降雨、濃霧などで検知対象物が視覚的に見えにくい状況では、人間の目と

同様に視覚を利用するカメラによる検知は困難になりやすい。また、自動運転レベルが

レベル 3未満においては、車両のシステムが行うのは運転支援であり、運転行為を主体

で行うのは人間のドライバであることから、運転支援中に車両システムがセンシングが

苦手な場面に遭遇してもドライバがこれに対処することが前提となるが、レベル 3の自

動運転の場合、自動運転走行中においては運転者(EVD)を周辺監視の義務からも解放す

るため、このような場面でもシステムが対処する必要が生じる可能性が考えられる。こ

のために冗長性を考慮したデバイス構成とするため、より多くのセンシングデバイスを

搭載する必要があるかもしれない。 

Fig.11に記載した構成要素に Lidarがある。これは「Light Detection and Ranging」

の略であり、赤外線レーザーを使用した検知デバイスである。周波数が高く波長が短い

レーザーを検知対象物に照射して反射波を読み取ることで検知対象物の位置と輪郭を

検知出来るものであるが、これも EVと検知対象物の間に雨などが存在すると検知の妨

げになる。各種類のセンシングデバイスはその検知原理により長所と短所、検知を阻害

する要因がそれぞれあることから、一つのセンシングデバイスに頼るのではなく、それ

ぞれを組み合わせて使用することが、運転の主体をドライバではなく、ADS が担うレ

ベル 3においてはより重要となる。 

このように PSは ADSがどのような場面でどのように自動運転を行うか、自車の周

辺のどの範囲にある何をどのように検知するか、しなければならないかということに大

きく影響を受け、また、デバイスの検知の特性と性能限界は自動運転の性格、性能に大

きく影響を与えるものであるために、その構成は様々なパターンが考えられる。 
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Fig. 10 楠ら [51]により提案された ADSの Perception systemのアーキテクチャ 

 

 

 

 
 

Fig. 11 Description of available sensors for the ADS as type of visual and audio sensing 

楠ら [51]より引用 
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Fig.12,13,14は三浦らの研究 [52]で作成されたものである。 

Fig.12 は ADV の内部での各システムの振る舞いが描かれている。ADS に外部から

の情報が入力され、また、HMIからドライバの情報を受け取り、EVを動かすための信

号を送り、そして、動作中の EVの状態を得ながらこれを続ける。 

Fig.13は ADS内部の PSと ADCSの振る舞いが描かれている。PSが各種の情報を

認知して ADCS に情報を送る役割を行う。ADS は PS から得た情報を基に ADVを動

かす信号をHMI、CESへ送る。PSが外部情報「External Environment state」を入

力する役割であることが分かる。三浦のモデルでは「External Environment」に含ま

れる「Potentially Dangerous Obstacles」に「Surrounding Mobility」がある構成とな

る。 

Fig.14 は走行エリアの決定に基づいて走行する ADV の振る舞いが記述されている。

ここで PSが外部から得ていた情報に周辺車両（Surrounding Mobility）の情報が含ま

れていることが分かる。周辺車両のスピード、位置を把握して、PSは他 EVの速度と

位置、HMI を通じてドライバの状態、そしてそれらの情報を基に PS が走行可能なエ

リアを決定し、ADCSへ情報を送り、ASCSが加速度や、この図ではレーンチェンジの

実施を決めて、EVがそれに基づいて動作する。 
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Fig. 12 構成要素へ割り当てた後の「自動運転に基づいて運転する」内部の振る舞いの

記述 

(三浦 [52]より) 

  



27 

 

  

Fig. 13構成要素へ割り当てた後「自動運転を実施する」内部の振る舞いの記述 

(三浦 [52]より) 
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Fig. 14 走行可能エリアの決定に基づいて走行する自動車のアクティビティ図 

(三浦 [52]より) 
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3.2 周辺車両のリスク低減を考慮した ADSコンセプトの提案 
自動運転車（ADV）が社会から存在を受容されるために、緊急回避行動を行う場合や

異常が発生して通常の走行が困難となる場合においても、周辺の交通参加者へのリスク

を最小限とする行動を行うための ADSコンセプトを提案する。 

 

3.2.1 ドライバが行う「予測」について 
3.1章にドライバがリスクを回避した運転を行うために過去の「経験」から「学習」

したことを「蓄積」してこれを利用して現在の走行状況について何が起こりえるかの「予

測」を行い、現在の運転行為に反映することについて述べた。本研究ではこれを取り入

れて、交通状況の急変などにより通常走行が難しい状況においても余裕のある運転を行

うことを可能として周辺車両に対して急加速、急減速、急操舵などを必要とさせず、周

辺車両（SV）のドライバが感じるリスクを低く抑えて平常心で行動することを可能と

することで、ADV が同じ道路上に存在することを他の交通参加者から受容されること

を期待するものである。 

Fig.15の場面を想定する。高速道路上を 3台の車両が走行している。車両 A、V、 B

はそれぞれ人間のドライバが運転している車両である。中でも車両 V を運転している

のは熟練ドライバである。車両 Vのドライバは前方を走行する車両 Aを基準として、

車両 Aとの距離を一定値に調整しながら走行している。そして、車両 Bは車両 Vを基

準として自車の走行位置を調整している。ここで、車両 A が交通の乱れを生じさせる

とその影響は周辺車両である車両 V、Bにも影響を及ぼすこととなる。 

 

この運転中において、熟練ドライバが行っている「予測」に注目する。 

Fig.16 はドライバが行っていることをユースケースとして記述したものである。こ

のような変化の少ない安定した状況でも、ドライバは多くの事を行っていることが分か

る。中でも、青い点線枠内が「予測」に関して行うことであり、これを行うためには「蓄

積された経験データ」が使われ、ベテランドライバの場合、運転経験を積んだことで蓄

積データが多く有利である。 

Fig.17にドライバが周辺車両などの関係物との間で行っていることを図示した。 
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 Fig. 15 熟練ドライバ走行図 
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Fig. 16 熟練ドライバが運転を行う際のユースケース 
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Fig. 17 予測運転を行う熟練ドライバによる他システムとのやりとり 
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Fig.17から「予測」のために行うことがより具体的に見ることが出来る。 

 

また、「予測」という行為だけでなく、基本的事項としてドライバが外部の関係物であ

る周辺車両 A、B、道路インフラ（白線）に対して、以下のことを行っているのが分か

る。 

・白線の位置を知る 

・周辺車両の特徴を識別する 

・周辺車両の位置を知る 

・周辺車両の動きを知る 

Fig.17 ではベテランドライバによる周囲の確認行為を「見る」と表現したが、「見る」

には上記のように様々なものがある。これを ADSに置き換えて考えた場合、周辺車両

A、B、道路インフラ（白線）は PSの検知対象物である。 

センシングデバイスによる見る（検知する）機能は検知対象物の見られる（検知される）

機能との組み合わせにより成立する。センシングデバイスは人間の目のように万能では

なく、使用するセンシングデバイスの検知原理によりどのようなものの何を検知出来る

かが決まる。 
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3.2.2 コンセプトの狙い 
ポンサントーンら [23]はリスクポテンシャルという概念に基づき、自車両がこれを

評価して、静止車両からの人の飛び出しなどを予測して事故を起こさぬように熟練ドラ

イバの様な運転軌跡を走行することを研究している。 

本研究では、走行する車両の周辺には周辺車両に影響を及ぼすリスクエリアが存在し、

また、車両を運転するドライバや ADSまたは、ADASの運転レベル（技量、状態）は

様々であり、運転レベルに応じてリスクエリアの広さ、形状に違いがあると考える。

(Fig.18) 

 

Fig. 18 走行する車両が周辺車両に及ぼすリスクエリアの概念 
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Fig.19 は周辺監視を怠る運転レベルが低い車両によって、その車両の後方に特に広

いリスクエリアが存在しそれが顕在化するシナリオを示したものである。 

車両 A、EV、Bの順番に高速道路上を車両が走行している。車両 Aのドライバが生

来からの性格や体調不調、寝不足などで不注意、または、注意散漫な状態にある。前方

に障害物が存在するが発見と対応が遅れて、直前で障害物を回避する。しかし、車両 EV

のドライバからは車両 Aが前方に存在することで障害物の存在を知ることが出来ない。

車両 B のドライバにとっても同様であり、EV が前方にある限り障害物を発見出来な

い。これにより、車両 Aが障害物を急操舵で回避した後に、EVは障害物の発見と制動

開始が遅れることで障害物に衝突し、車両 Bも急制動で対応し車両 Aの直後で停車、

又は車両 Aに衝突する。図中の「EV」は「Ego Vehicle」の略である。 

 

極度の睡眠不足や注意散漫なドライバはこの状況になる前からふらつき運転や周囲

への配慮がない運転を行っていることが考えられる。もし、EVを熟練ドライバが運転

し、ドライバが危険を予知して回避するための運転技術を身に付けている場合、車両 A

の挙動から車両 A を危険発生源であると見なして、問題イベントの発生に備えて、車

両 Aとの距離を長めに維持し、場合によっては車両 Aを追い越すなどして、車両 Aか

ら自車を遠ざけるだろう。これにより、問題イベントが発生した場合の影響を車両 Aだ

けでなく、車両 Bも受けずに済むか、問題イベント発生前に車両 Bのドライバからも

車両 Aがどのような状態であるかを認識し、EVのドライバと同様に危険回避に向けた

事前行動をとるための選択肢を得られる。これにより、車両 A の影響を最小限に抑え

て交通環境への影響と被害を低減する。 

このときに EV の熟練ドライバが行っていたのは、車両 A の状態を観察して運転レ

ベルを評価し、どのような危険が生じるかを予測し、「通常の車両に対する以上に車両

A との車間距離を設けて走行する」という、「危険回避に向けた事前準備」を行ったこ

とになる。(Fig.20) 

 

Fig.3 のドライバの運転行動のモデルに「危険回避に向けた事前準備」を追加して「熟

練ドライバの運転行動モデル」とした(Fig.21)。 
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Fig. 19 一台の不注意運転の影響が後続車に及ぶシナリオ 
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Fig. 20 EVが「予測」を活用して危険を回避するシナリオ 
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Fig. 21熟練ドライバの運転行動モデル 

 

  



39 

 

 

このように、「予測」を活用して「危険回避に向けた事前準備」を運転に取り入れた

運転を行うことは、自車両だけでなく、その周辺車両のリスクの低減につながり、安全

上、望ましくない運転が行われる車両の影響で生じる事故の防止につながる。 

ADSが制御する ADVが「予測」による「危険回避に向けた事前準備」を取り入れて周

囲の車両のリスクを低減させる運転を行うことは、道路上に生じる危険の連鎖を断ち切

るだけでなく、周囲のドライバへの安心感へとつながり信頼を得られ、ADV がそのよ

うに振る舞うことが広く認知されて、ADV が社会から受容される存在になることを期

待する。 

 

本研究では、ADV がベテランドライバの「予測」を活用した「危険回避に向けた事

前準備」を取り入れた運転による振る舞いをすることを ADSで実現するために、リス

ク源となる車両 Aに対して、距離を保ち近づかないエリアを定義する。 

本研究ではこのエリアを PRAV (Potential Risk Area of the Vehicle)、と称する。(Fig.22) 

また、PRAVは車両の運転レベルに応じた広さ、寸法があると考える。（Fig.23） 
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Fig. 23 PRAV コンセプト模式図２ 

 

 

  

Fig. 22 PRAVコンセプト模式図 
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3.2.3 提案するコンセプト（PRAVコンセプト） 
本コンセプトの ADSを説明する。アーキテクチャは 3.1章で示した基本アーキテク

チャであり、これまで楠ら [51]、三浦ら [52]が研究してきたものを踏襲する。 

Fig.24に ADSが本コンセプトで行うことを図示した。以下に説明する。 

 

ADS は、常に周辺車両の挙動、動作の観察に基づき運転レベルを評価し、それらの

周辺車両の運転の特性と車両の特徴を記憶する。そして、時々刻々変化する交通状況に

対応し、ADS を搭載する自車両(EV)は、各周辺車両の運転レベルを踏まえた上での安

全余裕を確保できる。 

 

EVは搭載したセンサ類（カメラ、レーダ、LiDARなど）を用いて検知した周辺車両

の動作から、それらの運転内容を運転レベルとして評価し、記録して EVの制御に利用

するものである。 

EVは周辺車両が自車のセンサ類の検知範囲に入ったときからその動きを観察し始め

る。周辺車両の動きからその車両の動作の特徴を判断し、「運転レベル」として記録す

る。各周辺車両についてその動作により運転レベルを判定し記録した結果を用いて、例

えば、「運転レベル低」である車両 Aの後方を EVが走行する場合には、車両 Aとの

車間距離を通常よりも長めに設定するよう、EVの運行装置が制御を行う。これにより、

車両 A が後方を走行する EV への配慮なく、突然の急制動を行った場合でも EV は車

両 A との衝突回避に対して急制動を行うことなく対応する余裕が生まれる。さらに、

EV の後方を走行する車両 B も EV との衝突回避のための急制動を行う必要がなくな

り、車両 A の急制動による衝突事故の発生の可能性を交通の流れを乱すことなく抑制

することが可能となる。 

このように本装置は周辺車両の動作からそれらの運転レベルを評価し、”それらに応

じた制御を行うことで、これから起こりうる交通状況の急変に対して予め、EV、及び、

各周辺車両が余裕を持って対処するための準備を行うものである。 

周辺車両に対しての評価結果でその車両との車間距離を調整したその距離が PRAV で

ある。 

Fig.25 は本コンセプトで行う機能をシステムの構成要素に割り当てたものである。

PS(Perception System)は自車両の状態と周辺車両の状態、及び、白線の位置などを監

視して得られたデータをフュージョン（融合）し ADCS(Automated Driving 

Commanded System)へ送る。ADCS はこのデータを基に周辺車両のレベルを評価し、

PRAV を算出して、車両をどのように動かすかを決定し、CES(Command Execution 

System)へコマンドを送り、CESがコマンドに基づいて車両を操作する。 
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Fig. 24 システムが事前準備で行うこと 
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Fig. 25 コンセプトで行う機能の構成要素への割り当て 
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3.2.4 事前準備 
（周辺車両の運転評価と事前の走行フォーメーションの決定） 

 

Fig.26 (a)~(f)を用いて本コンセプトでの「事前準備」を説明する。Fig.26(a)はある速

度で走行中の ADS搭載の自車（EV）の前に隣接車線からドライバが運転する車両 Aが

自車線に入ってくるシーンである。ここで車両 Aは方向指示器を動作させず、EVに対

して適切な車間距離を設けずに車線変更を行った。この運転行為から車両 A に対して

は、「周辺の確認が不十分な運転を行う車両」と EVの ADS が認識する。車両 Aは交

通環境の急変が発生した場合に反応が遅れ、回避のために急制動、急旋回動作を行う可

能性がより高い。Fig.26 (b)にて車両 Aの車線変更動作が完了した後、車両 Aに対する

評価結果に基づいた車間距離 Dc を保つように ADS が EV を制御する Fig.26 (c)。こ

の例においては車両 A の急制動、急旋回に備えて長めの距離を確保した。ノーマル設

定 Dnとの距離の差が Dexである。 

次に、EV後方の近接車線から車両 Bが自車線に入ってくる。車両 Bは EVと適切な

距離を保ち、方向指示器で合図を送り、他の周辺車両と干渉の危険も発生させず、交通

の流れを乱すことなく、EVとの適切な距離を保ったまま車線変更を完了させた Fig.26 

(d)(e)。 

EV の ADS は車両 B を”周辺の交通状況を確認して運転する車両”と評価し、Fig.26 

(f)の状態を保つこととする。仮に、車両 Bの運転行為にも問題が認められる場合には、

万が一に備えて、車両 A,Bの影響が及ばない場所へ移動するために EVの ADSが自車

のドライバに車線変更を伴う移動を促すこともあり得る。また、いったん、評価を決定

後も周辺車両の観察と評価を継続し、評価結果に応じた走行フォーメーションを随時形

成する。 

この場において、EV と車両 B との車間距離 Df は車両 B のドライバにより決定され

る。 

なお、EVによる周辺車両の動作の観察は EVに搭載した ADSの構成システム PSを

構成するセンサ類（カメラ、レーダ、Lidarなど）によって行う。周辺車両に対しての

運転評価結果は周辺車両と紐付けて EVの記録装置に記録する。 
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Fig. 26 「事前準備」の実施 
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3.2.5 シナリオの設定と PRAV完成予想図 
高速道路の直線路の走行を前提とし、評価対象となる車両の全周の PRAVを求める。 

EVが PRAVを設定する対象の車両を車両 Aとする。車両 Aに対する運転レベルの

評価を終えて、評価結果に基づく設定状態で EVが道路上を走行している。ここで、車

両 A は前述の様に運転レベルが低いものとする。道路環境を急変させるトリガイベン

トが発生し、車両 Aにより生じるリスクに EVが対処し、その際、EVのドライバおよ

び、近くに存在する別の周辺車 B のドライバが感じるリスクを検証することで車両 A

がもたらす影響を考慮した EV が事前準備完了状態で走行する際に避けるべきエリア

（PRAV）の有効性について検証する。車両の各部分（後ろ、前、横、斜め後方）の PRAV

を検討するために設定した 4 つのシナリオを使用する。シナリオは EV が最も車両 A

から危険回避のために距離をおくべきと考えるものを設定した。 

 

設定した 4つのシナリオについて概要を述べる。 
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⚫ シナリオ 1（車両 A後方の PRAV） 

Fig.27 車両 Aの前方に避けるべき障害物があり、車両 Aによる障害物の発見が遅れ

たため、車両 Aは直前で急操舵により衝突を回避する。 

EVの後方には車両 Bが走行しており、車両 Bは標準的な運転を行うものである。EV

が車両 Aとの距離をどの程度保つかは車両 Bのドライバが感じるリスクを左右すると

予測する。 

 
 

 
Fig. 27 シナリオ 1 （車両 A後方の PRAVを評価するためシナリオ） 
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⚫ シナリオ 2 （車両 A サイドの PRAV） 

Fig.28 左側車線を走行する車両 Aを EVが右側車線から追い越す。右側車線には EV

の後方から車両 Bが走行してくる。車両 Aのサイドを EVが走行する際の EV、車両 B

のドライバが感じるリスクについて述べる。 

 

 

 
 

 
Fig. 28 シナリオ 2 （車両 Aサイドの PRAVを評価） 
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⚫ シナリオ 3 （車両 A 斜め後ろの PRAV） 

Fig. 29 EVが車両 Aより高速度で走行し車両 Aを追い抜こうとする場面で、車両 A

が突如、前方の車両 Zを追い越すべく EVが走行する車線へ移動する。EVの後方には

車両 B が走行している。EV は車両 A との衝突を回避するために制動を行う。車両 A

に対してEVがどの程度の距離にあるかで制動時のEVのドライバが感じるリスク感が

変わり、それに続く車両 Bのドライバが感じるリスク感も左右されると予測する。 

 

 

 

 

 
Fig. 29 シナリオ 3 （車両 Aの斜め後方の PRAV評価） 

 

  



50 

 

 

⚫ シナリオ 4 （車両 A 前方の PRAV） 

Fig. 30 事前準備完了状態では車両 A、EVは左側車線を走行している。EVは車両 A

の前方を走行している。ADS を搭載する EV がレベル 3 自動運転走行している時に

MRMが開始される。EVはハザードランプを点滅させて減速を開始する。車両 Aが設

定する EVとの車間距離は、車両 Aがこれに対処して減速をするときに、車両 Aのド

ライバが感じるリスクの程度に影響すると予測する。 

 

 

 
 

 
Fig. 30 シナリオ 4 （車両 Aの前方の PRAV評価） 
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⚫ PRAV完成予想図 

 4つのシナリオでの評価により、PRAVの完成予想図が Fig.31のような形状になる

と予測する。 

PRAVの寸法を ADS内のメモリにストアして、使用する。 

 
 

 

 

 

 

  

Fig. 31 PRAV完成予想図 
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第４章 評価 （リスク低減効果） 
本研究では第 2章で紹介したリスク評価の指標の中でドライバのリスク感を示す RF 

(A = 4, B = 1) 式(1) を使用する。これを用いて EVのドライバ(EVD)、及び、危険回避

行動を行う EVの影響を受ける周辺車両（車両 B）の RFを算出した。シナリオ 4では

MRMを作動させる EVの周辺車として車両 Aの RFを算出している。 

 

各シナリオにおいて、関係する車両の状態（等速走行、等加速度（減速）走行）毎に

各車両の速度、相対速度、車間距離と式(1),(2),(3)から求めている。 

 

4.1 車両 A後方の PRAV評価（シナリオ 1） 

Fig.26の事前準備を終えた状態で EVは車両 Aの後方を走行している。 

 

Fig 32  

 

(a) 車両 Aのドライバが前方の障害物に気が付き急旋回での退避行動を開始する。 

(b)(c) 車両 Aが退避行動を行う。 

(d) EVの ADSが障害物を認識し、制動制御を開始する。 

(e) 反応時間 Tr (s)後に EVが制動を開始する。 
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Fig. 32  車両 A後方の PRAV 検討シナリオの図 
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4.1.1 障害物出現に対する EVDのリスク感の低減 
Fig.33は Fig.32 (d)のシーンを起点（時間 t=0）とした“EVと障害物との距離 Dp(t)

の経時変化を示す。 

 
4.1.1.1 EVDが持つリスク感の緩和を考慮した車間距離の設定 

Fig.32(d)  t = 0 sにて EVの ADSは障害物を認識し制動を行う準備に入る。次に、

反応時間 Trの後に制動が始まる Fig.32(e)。反応時間 Trでは t = 0 sでの速度を維持し

た等速度走行を行う。 Trの後は減速度 aeでの等加速度運動を行うものとした。 

 

 

 
Fig. 33 EVと障害物との距離の経時変化 

 
 

  



55 

 

算出式を以下に示す。 

 

等速度走行区間   

𝐷𝑒(𝑡) = 𝑣𝑒0 𝑡   

 

等加速度走行区間   

𝑡 − 𝑇𝑟
2   

 

EVと車両 Aとの距離 

 

 

ve0は t = 0における EVの速度であり、高速道路上を想定し、100 km/hとした。 

Dcは EVの ASD/ADASが予め設定した車両 Aとの車間距離である。100 km/h走行で

の目安とされる 100 m、及び、135 mを設定した。また、Trは平岡らの研究結果 [37]

によると、人間のドライバの反応時間 1.2 sとあり、ADSも同等と想定して 1.2 sを使

用する。 

障害物を発見し反応時間 Tr を過ぎてからの EVの減速度 ae については Dc=100 m

については、0（ゼロ:減速せず）、-4 m/s2 （少しきつめの制動）, -6 m/s2（急制動）を

設定。 

Fig.33より、初期車間距離である Dcが 100 m においては急制動により EVは障害

物に対して 2.4 m手前で停車している。しかし、急制動により近距離でようやく停止出

来た状態である。本研究では EVのドライバがより安心して心に余裕を持つことを目指

す。そのためのマージンとして、Dcを 135 m として、プラス 35 m の余裕を設けた。 

その結果、Fig.33が示すように、減速度 -4 m/s2（少しきつめの制動）で障害物との距

離を 5.2 m 残して衝突せずに停止している。 

一般的な目安として知られる、“時速 100 km/h 巡航での車間距離 100 m” に対して、

プラス 35 m としたことで、EVドライバにも余裕が生じたことが表されている。 
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4.1.1.2 設定した初期車間距離の効果検証 

 

車間距離 Dcの違いによる EVドライバが持つリスク感の違いを式（1）で示した RF

を用いて表した結果を Fig.34 に示す。障害物と衝突する Dc=100 m では EVの RFが

急増しており、衝突を回避する２つの条件(Dc=100 m , ae =-6 m/s2 、Dc=135m , ae =  

-4 m/s2)においても Dc = 135 mとした場合は明らかに RFの上昇が抑えられており、

効果を確認出来た。 

RFは以下を式(1)に代入して求めた。 

 

 

 

  （障害物の速度 0を引く） 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 34 RF of EVD 
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4.1.2 後続車両のドライバに対するリスク低減の配慮 
 

4.1.2.1 後続車両 Bの RF算出 

つぎに後続車両 Bのドライバが持つリスク感の大きさ RFを求める。 

 

⚫ （STAGE 1）t ≦ Tr  EV, 車両 B ともに等速度走行 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ （STAGE 2）Tr ＜t≦2Tr  EV：等加速度走行、車両 B：等速度走行 

 

,  

 

 

 

 

 

ｔにおける、EVの車両後端の位置 

 

 

 

tにおける、車両 Bの先端の位置 

 

 

 

 

 

⚫ （STAGE 3）2Tr < t  EV, 車両 Bともに等加速度走行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 STAGEにおいて、式(1),(2),(3)にそれぞれ、相対速度 vrbe(t)、車間距離 Df (t)を代入

して、RFを求める。 
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4.1.2.2 算出した RFに対する考察 

後続車である車両 Bの RF算出結果を Fig.35に示す。Fig.32(e)を起点としたもので

ある。 

「Dc = 135 m  ae = -6 m/s2」(CASE1)と「Dc = 135 m  ae = -4 m/s2」(CASE 2) 

について求めた結果をグラフにしたものである。 

車両 Bはどちらの条件においても、反応速度 Tr後は-4 m/s2 で等加速度走行をすると

し、EVとの間に車両 Bのドライバの判断により 100 m の車間距離を維持していたこ

とを前提としたものである。結果、CASE１は RFが大きく、CASE2は RFが小さいま

まに抑えられている。 

これは、EVの加速度(減速) aeの違いによるものであり、さらに、EVと車両 Bの加速

度の差によるものである。CASE 1 では車両 B の制動が始まり等加速度走行に移行し

てからも EVがより強く減速しているため、EV と車両 Bとの距離 Dfが縮まり最終的

に衝突に至ることから RFが高い値に到達している。一方、CASE2では車両 Bが制動

による等加速度走行に移行してから EVと車両 Bが同じ加速度 ae=-4 m/s2で減速して

いる。このため、車両 Bが減速を開始する前の EVとの速度差が維持され、車両 Bの

速度が広がらないことから衝突に至らず車両 B のドライバの RF が小さく抑えられて

いる。 

 

このことから分かるのは、車両 B のドライバの RF を小さく抑えるために必要なこと

は、車両 B があまり強い減速を行わずに対処出来るための配慮をするために以下であ

る。 

 

EVは車両 Bより強い減速をしないこと。EVが強い減速をすると車両 Bとの距離をよ

り縮めてしまう。（EVが車両 Bと同程度かそれより緩い減速度であれば車両 Bドライ

バの RFが低減する。） 

→EVの減速度 aeは緩い方が良い 

→EVが緩い減速度 aeで障害物との衝突を避けるには、予め Dcを大きく設定しておく

のが良い。 

 

EVと車両 Aの準備後の設定距離(Dc)違いでの車両 Bのドライバの RFを Fig.36に

示す。 

RFに違いはなく、車両 Bのドライバの RFに対しては、EVと車両 Aとの初期の車間

距離は直接には関係しない。しかし、EV の加速度は影響する。そして、EV がより小

さな加速度（緩い減速）で対応するためには、Dc が広くとられていることが必要とな

る。 
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Fig. 35 EVの減速度違いの車両 Bドライバ RF (Dc=135 m, ab= -4 m/s2) 

 

 

 
Fig. 36 EVと車両 A 車間距離 違いの車両 Bドライバの RF (ae=ab= -4 m/s2) 

 

車両 Bのドライバの RFを抑えるために必要な条件は以下になる。 

車両 Bが減速走行を行う STAGE 3 (t＞2Tr) においては EV、車両 Bともに減速走行を行

う。 

このとき、EVが車両 Bよりも強い制動を行うと、STAGE 2終了時点よりもさらに EVと

車両 Bの速度差が広がり、車両 Bが EVに 2次曲線的に接近する。そして、EVと車両 B

の距離が縮まり車両 Bのドライバの RFが高まることになる。車両 Bの RFの高まりを抑

えるためには、STAGE 3での EVの加速度が車両 Bの加速度より低い値にならないように

することが条件となる。 
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STAGE 3において以下であること。 
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4.1.3  車両 Aの後方 PRAVの算出式の導出 
車両 Aの後方の PRAV設定値の算出について道程と共に示す。 

Fig.25 (d)に示すように EVが車両 Aに対して設定していた車間距離 Dcが、EVが障害

物を発見してから衝突するまでの距離となる。この距離を数式で表現する。 

Fig.25 (d)～(f)について述べる。この区間を EV、車両 A、車両 Bの走行モードの違い

から 3つの STAGEとし、STAGE 1、2、3とする 

 

STAGE 1：  

EV は速度 ve0で等速度走行を行う。走行する時間は ADS の反応時間 Tr。この間

に EVが走行する距離は以下となる。 

 

 

 

STAGE 2、及び STAGE3 ： 

EVは等加速度走行を行う。この区間の EVの走行距離は以下である。 

 

 

 

De1、De23の合計 は以下となる 

 

 

 

 

 

この式を以下のように表す。 

    (4) 

 

 (5) 

 

で Deは最大値 -F÷4Aとなる。 

 

 

 

Deの最大値 De maxは 

 

 

これより、 

   (6) 

 

 

式(6)による Deの計算結果をグラフにしたものを Fig.37 に示す。 

 

式(5), (6)より t = 8.15 secにおいて、Deは最大値 129.8 mとなる。 

t =8.15 secを超えると Deが短くなるが、これは EVが逆走をすることを示しており、

現実には起こりえない。ここで、ve0 = 100 km/h（27.8 m/s）、ae = -4 m/s2 とした。 

これは日本の高速道路上を走行中、障害物を発見し、急ブレーキとまではいかない、強
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めの制動で対処することを想定したものである。 

 

 
Fig. 37 EVの時間経過における走行距離（ve0=100 km/h、ae= -4 m/s2、Tr =1.2 s） 

 

この図が示すことはこの条件において、車両 EVが障害物を発見してから静止するま

でに必要な距離が 129.8 mであり、式(6)で算出されるということである。 

そして、Fig.32に示した Dcを式(6)で求めた値以上に設定すれば、EVは操舵をせずに

制動のみで衝突を回避可能となる。 

Fig.34において、Dc = 135 mの時に、ae = -4 m/s2で減速すると EVのドライバの RF

が抑えられることはこれに一致する。ただし Dc = 130 mでは EVは停止時に障害物と

の距離が衝突寸前であるため、EVドライバの RFは上昇することから、衝突を避けて、

さらに EVドライバの RFの上昇を抑えるためには＋αの余裕を持つことが必要で、こ

のシナリオでは、5 mで Fig.34の結果となった。 

 

次に、EVの後続車両である車両 Bのドライバがもつリスク感を考慮する。 

4.1.2.2 章にて STAGE 3 で車両 B が減速する時に車両 A がそれ以上に大きな減速度

（小さな加速度）で減速すると EV と車両 B がより短時間で接近することになり、車

両 Bのドライバが持つリスク感の上昇につながることを述べた。 

 

このことから式(6)に次の条件を追加し、車両 A後方の PRAVを以下のように定義する。 

 

このシーンで想定したシビアな状況においても車両 A、Bが共に極力、急制動を用いる

ことなくドライバが余裕をもって対処出来ることを狙い、両車とも減速時の加速度 ae, 

abを-4 m/s2以上とする（緩やかな減速とする） 

 

𝒗𝒆𝟎   (7) 

 

かつ、 ae≧ab (-4 m/s2 ≦ae < 0,  -4 m/s2 ≦ab < 0)  
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＋αは EVが停止する際に衝突せず、かつ、EVのドライバの RFを抑える場合に設定

する。本シナリオでは高速道路上で巡航速度 100km/hの場合に＋αは 5 mとした。 

 

Mobileye Shwartzらの研究論文 [39]の P7で導出されている式では先行車の減速度、

後続車（EV）の減速度が項目に入っているが、設定したシナリオの違いから本研究と

は異なる式が導出されている。Shwartz らの研究では先行車の後に後続車が後に続く

ものであることから先行車の速度、減速度が式に含まれるが、本研究でのシナリオは静

止した障害物が EVの目前に現れるという、より厳しい状況を想定した。 
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4.2 車両 Aサイドの PRAV評価（シナリオ 2） 

 
Fig. 38車両 Aサイドの PRAV 検討シナリオの図 

 

Fig.26の事前準備を終えた EVは車両 Aの後方を走行している。 

 

Fig 38 

(a) 左側車線を車両 Aの後方を EVが走行している。 

（EVは車両 Aの運転レベルを評価済み） 

(b) EVが車両 Aを追い抜くために右側車線に移動を開始 

(c) EVが右側車線に移動完了。車両 Aの斜め後方に位置。 

EVの後方を車両 Bが走行している。 

(d) EVが車両 Aの隣に並ぶ。 

(e) EVが車両 Aを抜き去る。 

車両 Aが速度 va = 100 km/hで巡航し、Fig.38 (c)～(e)の EVの速度を ve =110 km/h

とすると速度差は 

vrea=ve－va=10 km/h (≒2.78 m/s)  

 

である。車両 A、EVの全長を標準的な乗用車として 5mとすると、Fig.38(c)～(e)での

車両 Aを基準とした EVの移動距離は両車の全長を加算した(5 m×2)。Fig.38 (c)～(e)

の時間、つまり、EVが車両 Aの側方に位置する時間は 

 
t = 10 (m)÷2.78 (m/s) = 3.6 (s)  

 

である。その間、EVのドライバの前方の視界は開けており、リスクは感じないものと

考え、EVは車両 Aに対して車線をまたいで接近しなければ良いと考える。 
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4.3 車両 Aの斜め後方の PRAV評価（シナリオ 3） 
 

Fig 39 

(a) Fig.26の事前準備を終えた状態で車両 Aの後方を EVが走行している。 

 

(b) EV が車線を変えて車両 A の速度 vaより速い速度 ve0で右側車線を走行してい

る。 

 

(c) 車両 Aのドライバが車両 Zを追い抜く際に、周囲確認をせずに、かつ、方向指示

器を使わずに EVの前で右側車線への車線変更を開始する。 

 

(d) 車両 A:急操舵で瞬時に車線変更を完了し、追い越し車線を走行する EV の前に

現る。 

EV：制動の準備を始める。 

車両 B：EVの後方を走行している。 

 

(e) EV：(d)から反応時間 Tr (s)の後に制動が開始する。 

車両 B:EVのストップランプ点灯に反応して制動の準備を開始する。 

 

(f) 車両 A:減速継続 

車両 B:(e)から反応時間 Tr (s)後に制動が開始する。 
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Fig. 39 車両 A斜め後方の PRAV 検討シナリオの図 
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車両 Aと EVに関連した記号 

EVと車両 Aとの距離 

 （車線進行方向） 

Dp m 

Dpの初期値  

（車両 Aの評価で EVが設定） 

Dc m 

EVと車両 Aとの相対速度 

（車線直進方向） 

vrea m/s2 

 

EVに関連した記号 

EVの速度 ve m/s2 

veの初期値 ve0,  m/s2 

 

車両 Aに関連した記号 

進行角度 θ deg 

速度 車体進行方向 va m/s2 

 車線直進方向 vva  

 車線直交方向 vha  

 

車両 Bと EVに関連した記号 

EVと車両Bとの距離    （車線進行方向） Deb m 

Deb0の初期値  Deb0 m 

EV と車両 b との相対速度  （車線直進方

向） 

vrbe m/s2 

各車両の制動前の反応時間 

（制動意志を持ってから実際に制動開始する

までの時間） 

Tr s 

 

車両 B に関連した記号 

車両 Bの速度 vb m/s2 

vbの初期値    t2=0 (時間基準 2)における vb0 m/s2 

 

共通 

各車両の制動前の反応時間 

（制動意志を持ってから実際に制動開始する

までの時間） 

Tr s 

1車線の道幅 w m 
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4.3.1 前方に現れた車両 Aに対する EVDのリスク低減 
Fig.40は Fig.39(c)のシーンを起点（時間 t = 0）とした時の“EVと車両 Aとの距離

Dp(t)の経時変化を示す。 

 

 
Fig. 40 車両 Aが車線変更開始後の車両 Aと EVとの距離の変化（初期の Dc違い） 

 

算出式を以下に示す。 

 

STAGE1 ---車両 A 車線変更中  Fig.39 (c)  

EV: ve0で等速度走行、車両 A: vaで等速度走行 

車両 Aの車線変更開始から終了までにかかる時間 ts1 

 

 

 

w：車線幅 (m) 

 

車線進行方向距離として、道幅分を移動して車線変更を完了すると想定。 

また、高速道路上を前提とし、 道幅 3.5 m 、va = 100 km/h (27.8 m/s)、 θ = 10 deg

に設定。 

 

 

 

  （STAGE 1の時間) 

 

 

EVと車両 Aの相対速度  
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時間 tにおける EVと車両 Aとの距離 Dp(t) 

 

 

 

ve0 = 120km/h = 33.3 m/s2  と想定 

 

STAGE 2 ---EVが車両 A 車線変更中  Fig.39 (d)  

EV: ve0で等速度走行、車両 A: vaで等速度走行 

EVの反応時間 Tr (s)の間、行われる。 

 

 

 

 

STAGE 3,4 及び、それ以降 ---EVが制動開始  Fig.39 (e),(f)  

EV: aeで等加速度走行、車両 A: vaで等速度走行 

 

t 

 

 

 

 

vreaで進む距離 

 

 

 

 

EVと車両 Aとの距離 

 

 

 

Dp1：STAGE 1 終了時点の Dpの値 
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4.3.1.1 EVDが持つリスク感の緩和を考慮した車間距離の設定 

 

Fig.41は Fig.39(c)のシーンを起点（時間 t = 0）とした EVのドライバが感じる RF

の変化を示したものである。 

 

式 (1), (2), (3)より上記の vrea, Dp(t)を使用して求めたものであり、自車両に EVの値、

先行車として車両 Aの値を使用する。 

 

EV のドライバの RF は車両 A の運転レベルを評価して設定した Dc と EV の加速度

（減速）の影響を受ける。 

 

Dc = 20 m では EVと車両 Aとの距離が 5.1 m(ae= -4 m/s2) 、1.3 m(ae= -2 m/s2)ま

で接近するため、EVD の RF 値が顕著に高く、衝突の危険を感じるレベルにあると考

えられる。Dcを 40 mと 60 mにした場合、RF値の差はあるが、Dc=40 mでも RF値

は 2程度までに抑えられ、その上昇も緩やかとなっている。EVは Fig.39(b)の状態で車

両 Aに対して走行する場合には、Dcを 40 m以上に設定し、車両 Aに 40 m 以内に近

づいた場合には注意深く制御を行うことが必要となる。例えば、それは、40 m以内に

近づかない様にすることであったり、または、40 m以内に近づく場合には、車両 Aが

突然の車線変更で EV の直前に割り込んで来ることを想定して速度を落としたりとい

うことも考えられる。または、車両 Aの真横はリスクが低いエリアであることから、 

Dp < 40 mのエリアを速やかに通り抜けてリスクに遭遇する確率を低くする等の方法も

選択としてあり得るかもしれない。このようにリスクエリアを把握しておくことが出来

れば、それに対処するための方法を考えることが出来る。 

 

 
Fig. 41 RF of EVD 
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4.3.2 後続車両のドライバに対するリスク低減の配慮 
EVと車両 Bについて検討するために Fig.42の STAGE3を時間基準 t2 = 0 (s)とする。 

 

  

Fig. 42 EVと車両 Bの運動の関係図 
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4.3.2.1 後続車両 Bの RF算出 

 

式(1),(2),(3)の車間距離、相対速度にそれぞれ、以下で求まるDeb(t2), vrbe(t2)を代入して、

RFを求める。 

 

STAGE 3---車両 Bが車両 EVの減速動作に気が付き、減速の準備開始  Fig.42 (e)  

EV: aeで等加速度走行、車両 B:vb0で等速度走行 （Trの間） 

 

 

 

   (  

 

 

 

Deb0 = 120 m（車両 Bのドライバによって設定される） 

 

 

STAGE 4 ---車両 Bが Trの反応時間を終えて制動を開始  Fig.42 (f)  

EVは引き続き aeで等加速度走行 

EV: aeで等加速度走行、車両 B:abで等加速度走行 

 

 

 
vb0 = 120 km/h(=33.3 m/s)に設定 

 

ve(t2)：上記 STAGE 3の式と同じ 

 

 

 

Deb(Tr)：STAGE 3終了時点の Deb(t2)の値 
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4.3.2.2 算出した RFに対する考察 

 

⚫ 車両 Bの減速度が車両 Bのドライバのリスク感にもたらす影響 

 

車両 Bのドライバが感じるリスク感について、式(1), (2), (3) で求めた RFで示す。 

Fig.43 は Fig.42 (e)からの車両 B のドライバの RF をグラフにしたものであり、車両

Bに対して先行する EVの減速度を-2 m/s2に固定して、車両 Bが行う制動の違い、つ

まり、車両 Bの減速度の違いが車両 Bのドライバ自身に与える RF を表したものであ

る。ここで、EVが車両 Aに対して予め設定した車間距離 は Dc = 20 mとしている。

abは車両 Bの加速度である。マイナスであることから、「減速度」と文章中で表現する。

ab = 0、つまり、車両 Bが減速しない場合には車両 Bは EVと衝突するため、車両 B

のドライバの RFが上昇しており ae = -4 m/s2で減速した場合には車両 Bのドライバの

RFは上昇することがない。 

 

 
Fig. 43 RF of vehicle B Driver Dc:20m、ae:-2 m/s2、 ab: 0, -4 m/s2 
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次に、abを-2 m/s2, -4 m/s2とした場合の結果を Fig.44 に示す。ab = -2 m/s2の結果は

RF が高まることなく落ち着いている。 後方から追い上げる形となる車両 B は前方の

EV と同じ加速度で G 減速すれば、車両 B のドライバが前方車両との初期の車間距離

を設けて走行していたことから、衝突のリスクを感じることなく終了している。 

また、EVと同等以上の減速を車両 Bが行う場合、車両 Bのドライバの RFはグラフの

Tr後に車両 Bが減速を開始したときから降下する。 

 

これより、車両 Bのドライバのリスク感を抑えるためのポイントは以下である。 

・先行車の EVと同等以上に減速をすること。 

・車両 Bが上記のように減速を開始した時点でリスク感(RF)は下降を開始。 

 

 

 
Fig. 44 RF of vehicle B Driver (Dc:20 m、ae:-2 m/s2、 ab: -2 m/s2, -4 m/s2 ) 
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⚫ EVの減速度が車両 Bのドライバのリスク感にもたらす影響 

次に、Dcの違いが車両 B のドライバのリスク感にもたらす影響を検討する。Fig.45 

は Dc = 20 m,40 mのそれぞれについて、EVの加速度は-2 m/s2とし、abを -2 m/s2, -4 

m/s2とした計算結果である。この図から、EVが車両 Aに対して設定する Dcの値は車

両 Bのドライバの RFに直接には影響せず、abの加速度が影響していることが分かる。

また、時間が 1.2 secを超えて車両 Bのドライバが減速を開始した時点で RFは下がる

一方となる 

ここで、車両 Bのドライバが EVに対して設けている車間距離を 120 m とした。 

 
 

 

 

 

Fig. 45 RF of vehicle B Driver _ (Dc:20 m, 40 m) 
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次に、Fig.46 は Dc = 40 mの時の、EVの加速度と車両 Bの加速度が車両 Bのドラ

イバの RFへあたえる影響を示している。車両 Bの加速度は ab = -2 m/s2とした。EV

と車両 Bの加速度がともに同じ値である場合には RFは高まることがないが、EVの減

速度が -4 m/s2に対して、車両 Bの減速度が緩い場合には衝突の危険が生じ、車両 Bの

ドライバの RFは高まりを見せる。 

車両 Bのドライバのリスク感を高めない(RFを高めない)ためには、先行する EVの

減速度に対して、車両 Bがそれ以上に急激な制動をしないことである。 

 

STAGE 4において以下であること。 

ae ＞ ab  (ab ＜0, ae ＜0) 

 

車両 Bのドライバの RFは EVの減速度に応じて車両 Bがそれと同等以上に急な減

速を行うこと（ae ≧ ab、ae < 0, ab < 0）により抑制されることが Fig.46に示された。 

EVが緩やかな減速度で RFを低く保てるように Dcを求めることが、EVのドライバと

車両 B のドライバの RF を共に、急な減速を行うことなく、低く抑えることにつなが

る。 

 

 
Fig. 46 EVと車両 Bの加速度（減速）の違いによる車両 Bのドライバの RF 
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4.3.3  車両 Aの斜め後方 PRAVの算出式の導出 
車両 Aの後方の PRAV設定値の算出について道程と共に示す。 

 

STAGE 1  車両 Aが車線変更する間 

EV: ve0で等速度走行、 

車両 A: 車線変更中であり、車両の進行方向には速度 vaで走行し、 

車線の進行方向 vvaで等速走行を行う。 

車両 Aの車線進行方向に対する角度を θとしたとき、 

 

 

 

STAGE1が行われる時間（車両 Aが車線変更に×時間）は以下となる。 

 

 

 

w：車線幅 (m) 

 

車両 Aは速度 vhaで距離 wを移動して車線変更を完了する。 

 

上記時間が経過した STAGE1終了時点における EVと車両 Aの位置（各、Pe1、Pa1）

は以下となる。 

 

 

 

 

 

 

 

車両 Aから EVまでの距離は以下 

 

 

 

 

 

STAGE 2  車両 Aの前方への出現で EVが制動の準備を行う間（反応時間 Tr） 

EV：va0で等速度走行   STAGE1と変わらず。 

車両 A：vaで等速度走行  STAGE1から速度が変化 

 

STAGE2 終了時点（t= Tst1+Tr）の EVと車両 Aの位置（Pe2,Pa2）と距離(Dae2)は STAGE1

に対して、STAGE2での変化を反映して以下となる。 
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STAGE 3  EVが減速を開始する。 

EV：加速度 aeで等加速度走行（減速）を行う。 

車両 A：vaで等速度走行  STAGE2と変わらず。 

時間：t2 ≦Tr  

ここから時間の基準について「時間基準 2」を使用し、時間を「t2」として表現する。 

車両 Aの速度 va  

 

EVの速度 

 

 

 

EVと車両 Aの相対速度 

 

 

 

車両 A、EVが STAGE 3で進む距離 Sa(t2), Se(t2) は以下 

 

 

 

 

 

 

EVと車両 Aの距離 Dae(t2) 

 

 

 

 

 

 

ここで EVは減速を行うため、ae＜0とする。 

上式は以下となる。 

 

 

 

この式の第１、２、３項をそれぞれ、a,b,cとし、また、F = b2-4acとすると、 

 

 

 

 の時に、Dae(t2)は最小値 Dae minとなる。 

 

 

 

Dae minは EVと車両 A の車間距離が最も近づいている値を算出するものである。 
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Fig.47 に Daeと EVドライバの RF算出結果を示す。 

この場合、RFに対しては 1/THWが支配的であることが分かる。 

 

Dae minにおける 1/THWの値は式(3)の車間距離に Dae minを代入して求める 1/THWについ

て、これを 1.5以下になるよう、各パラメータ設定を行うことで EVドライバのリスク

感(RF)の高まりを抑制する設定が可能となる。 

このケースにおける 1/THW≦1.5は Dc = 40 m (ae = -2 m/s2)の結果より。 

 

 

 

 

 

 

 

ここで 

 

 

 

 

aeが急な減速を行わずに対応するため、ae = -2 m/s2 に設定する。 

これにより後続の車両 B のドライバもまた同じ減速度で減速すれば良く、急減速をせ

ずに車両 Bの RFを低減することとなる。 

 
 

 
Fig. 47 車両 Aから EVまでの距離と EVドライバの RF算出結果 

（Dc = 20 m, ae = -2 m/s2） 
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4.4 車両 A前方の PRAV評価（シナリオ 4） 
 

車両 A の前で EV が減速停止型の MRM を実行する。車両 A と EV との車間距離

（Df）は車両 Aによって決められる。車両 Aが車間距離を十分に設けないで走行する

場合、EVは 車両 Aの前方を走らない選択肢をとり得る。 

EV が減速停止型の MRM を行う場合、Dfの初期値がどの程度であれば車両 A のドラ

イバがリスクを感じないで済むかを検討する。 

 

fig.48 

 

(a) EVは車両 Aの運転レベルの評価を終えて車両 Aの前を走行中 

 

(b) EV：MRMのためのフォールバック制御を開始する。（4 m/s2で減速する） 

車両 A：EVのハザードランプを合図に制動の準備を開始する。 

 

(c) EV：MRMのフォールバック制御を継続する。 

車両 A：(b)から反応時間 Tr（1.2sec）の後に制動が開始する。 

 

(d) EV：減速を継続する。 

車両 A:減速を行う。 

 

(e) EV:停止する。  
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Fig. 48 車両 A前方の PRAV 検討シナリオの図 
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4.4.1 MRMを発動した EVの後続車のリスク低減 
このシナリオでは車両 B は登場しない。交通環境の急変を及ぼすものが EV であり、そ

の周辺車への影響として車両 Aのドライバが持つリスク感について検討する。 

また、このシナリオは Fig.48 (e)以降に車両 Aのドライバが落ち着いて次の行動をとれ

ることを目的とし Fig.48(d)までを対象として検討を行う。 

 

4.4.2 後続車のリスク感の緩和を考慮した車間距離の設定 

 

EVと車両 Aの動作からシナリオを STAGE1,2に分ける。 

 

STAGE 1  t ≦ Tr (Fig.40 (b)) 

EVのMRM準備段階のフォールバック制御が開始されてから、反応時間 Trの間。 

EV： ae = -4 m/s2で減速走行、車両 A: 等速度走行 

 

フォールバック開始時から EVはハザードランプにより周囲へ異常発生を知らせるた

め、車両 Aのドライバはこれに気が付いて制動の準備を始めるが、アクセルペダルか

らブレーキペダルへの足の踏み替えなど、実際に車両が制動を開始するまでには反応

時間 Trを要する。時間 Trにおいて、車両 Aは等速度走行を行う。 

 

Fig.48(b)のシーンの時間を時間基準 t =0とし、t =0の車両 Aの車体先端位置を位置の

基準とする。 

 

EVの速度（等加速度走行） 

 

 

 

 

車両 Aの速度（等速度走行） 

 

   

 

車両 Aと EVの相対速度 

 

 

 

t (s)後の EVの位置は以下。 

 

 

 

Dea0は t = 0での車両 A（車体先端）から EV（車体後端）までの距離であり、すなわ

ち、t = 0における EVの位置である。 

また、EVの加速度については ae = -4 m/s2（減速）とする。 

 

国際連合欧州経済委員会による自動車基準調和世界フォーラム UNECE WP.29 [14]の

提案においてMRMにおける減速度を 4 m/s2以下としている。ae = -4 m/s2より強い制

動を推奨しないということである。これに準拠した場合の最も EVが急激に減速する時

の値とすることで、車両 A のドライバのリスク感が上がりやすい不利な条件を考慮し
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た。  

 

t (s)後の車両 Aの位置は以下。 

 

 

 

t (s)での EVと車両 Aの距離 

 

 

 

車両 Aと EVの相対速度 

 

 

 

 

STAGE 2  t ＞ Tr  (Fig.40 (c)(d)) 

EV の MRM 準備段階のフォールバック制御が開始されてから、反応時間 Trを過ぎ

た状態。 

EV： ae = -4 m/s2で減速走行継続、車両 A: aa m/s2 で等加速度走行 

 

車両 Aの aaについて、強い減速を行うことなく対処するため、aa= -2 m/s2とする。 

 

EVの速度 ve(t) 

STAGE1と同じ式を使用 

 

車両 Aの速度 

 

 

 

 

車両 Aと EVの相対速度 vrae(t) 

STAGE1と同じ式を使用 

 

t (s)での EVと車両 Aの距離 Df (t)  

STAGE1と同じ式を使用 
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vrae(t)と Df (t)と式(1), (2), (3)から求めた RFを Fig.49、Fig.50に示す。 

ve0, va0ともに 100 km/h, (27.8 m/s) 、EVの速度がマイナスに転じる、つまり実際には

生じ得ない逆走になる前までをプロットしたものである。 

Df0を Fig.41では 50 m、Fig.42では 100 mとした。 

 

Fig.49 より、Df 0 = 50 m とした場合、車両 Aと EVの距離が 19mまでに近づくこと

で、RFが 3.39まで上昇する。このままの車両 Aの減速度では車両 Aのドライバは衝

突のリスクを感じてより強い制動を行い、リスク感の上昇を抑える行動をとると考えら

れる。 

 

 

 
Fig. 49 車両 Aのドライバの RF  Df0 =50 m 
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Fig.50より、Df 0 = 100 mとした場合には、車両 Aのドライバがもつリスク感を１

未満に抑えることが出来る。この場合、ドライバはリスクを感じることなく、前方で生

じた EVのMRM動作に対処出来ると考えられる。 

 

 
Fig. 50 車両 Aのドライバの RF  Df0 =100 m 
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Fig.51 は、設定した Dcの値に対して、本シナリオで車両 Aのドライバの RFが到達

する値、すなわち、RF最大値の関係をプロットしたものである。これを、EVがトリガ

イベントであるフォールバック制御を開始する前の巡航速度（車両 A、EV で同じ。

ve0=va0 ）80 km/h、100 km/hについて求めた。 

この図より、トリガイベント発生前巡航速度が 80 km/hであれば、Dc =80 m、100 km/h

であれば Dc = 100 m とすることで車両 Aのドライバの RFを 1以下となる。 

 

これを車両 Aの前方の PRAV算出に利用する。 

 

PRAV (Front) = va0 × 3600 ÷1000 
 

 
Fig. 51 設定した Dcと車両 Aドライバの RF (初速 80 km/h, 100 km/h) 
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4.5 FTAによる本コンセプトの効果確認 

FTA(Fault Tree Analysis)を用いて本コンセプトの効果を確認する。本コンセプトの

目標は ADVの社会受容性のため、同じ交通環境を走行する周辺車両のドライバに ADV

の動きが不安を与えないことである。よって、FTAのトップ事象を「EVが危険回避す

る際、周辺車両にリスクを感じさせてしまう」として、シナリオ１について Fault Tree

を展開した。本文中のシナリオ 1 は制動のみで回避することを前提としたが、FTA で

は制動のみで回避出来ない場合も想定した。このため、周辺車両として EVの走行車線

の隣接車線を走行する車両の存在も想定している。 

結果、第１として、操舵を伴う危険回避を行わないよう、EVがリスク回避出来れば

良いとすることを避けるために、本コンセプトを適用することは効果があると考える。

もしも、ADSの外界検知センサ（カメラ、レーダ、Lidarなど）、またはその処理回路

で認識性能や処理の課題がある場合にも、本コンセプトを設定することで技術的にこれ

を解決、または、ADS を動作させる ODD の設定で速度域を限定する等の幅広い対処

方法の検討の余地を生むことができる。 

第２は、第１と共通するが、EV の危険回避を優先した ADS の設定を行わないこと

は、減速停止で危険を回避する際にも有効性があることを確認した。 

第３として、制動装置の性能不足などは ADSの動作が関わらない場面においても共

通の問題であり、これ車両の設計での対処となり、本コンセプトは関連しない。また、

後続車のドライバのマナーの問題に対しても本コンセプトは有効性がない。 
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Fig. 52  FTA 本コンセプトの有効性確認 
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第 5章 結論 
本研究では、自動運転車が社会から受容されて普及し、期待に応えることを願い、他

の交通参加者から受け入れられるよう、「周辺車両の運転評価に基づく、周辺車両への

リスクに配慮した危険回避を行うための ADSコンセプト」を提案した。これは、ドラ

イバが経験から学習して蓄積したことを元にリスクを予測し回避するものである。狙い

は自車の危険回避によるリスクだけでなく、影響を受ける周辺車両のリスクを低く抑え

ることにある。リスクを予測、回避する方法は、まず、走行中に周辺車両の運転レベル

を評価する。この評価は ADS の Perception System を構成する外界認識用のカメラ、

レーダ、Lidarなどのセンサ類で周辺車両の位置、動き、特徴を捉え、ADSで判断して

行う。周辺監視の注意を怠る等の運転レベルの低い車両からある程度の距離を置く。こ

のある程度の距離を置くなどが、万が一に運転レベルの低い車両によって交通環境の変

化がもたらされたときに、EVが自車と周辺車両のリスクを抑えて危険を回避するため

の「事前準備」にあたる。本コンセプトではこの「事前準備」を行うことが重要であり、

そのための「Potential Risk Area of the Vehicle（PRAV）」を同時に提案した。 

本研究では、高速道路の直線路の走行を前提としたときの PRAV を求めた。対象の

車両周辺のエリア毎の PRAV を評価するための４つのシナリオを設定した。最も各エ

リアの PRAV 寸法を長く設定する必要があるシナリオを設定したものである。シナリ

オには EVがMRMを作動させて危険源となる場合を含む。評価は EVのドライバ、影

響を受ける周辺車両のドライバが感じるリスクを低く抑えることについて行い、リスク

感を示す指標として、関連研究で提案された Risk Feeling を使用した。これは 

4/TTC+1/THW から求められるものである。シナリオの中で、後続の周辺車が前走の

EV の危険回避の影響を受ける場合、EV の減速度が周辺車両のドライバのリスク感に

影響し、EV が減速度を抑えるためには、EV が危険源の車両に対して予め設定する

PRAVの長さが影響する相関関係が明らかになった。EVが自車のリスク低減を優先す

るなら、高い減速度（急な減速）を行うことも考えられるが、後続車両にとっては、前

走車である EVとの距離が急に縮められるために、RFが大きくなることに注意を要す

る。 

PRAVの評価結果の例として、対象車の後方については、時速 100 km/hで走行する

場合、車両 Aの後方を走行する EVのドライバは一般的に 100 mとされる車間距離よ

りもさらに 35mを加算し、135mの距離を空けることが妥当であると考える。このよ

うに PRAVの設定手法を確認し、PRAVの形状を得た。 

次に FTA(Fault Tree Analysis)により、このコンセプトがどのように有効であるかを

確認した。結果として、シナリオで設定した制動のみでの危険回避での有効性だけでな

く、制動のみで危険回避する余裕のある設定を行うことを前提とするため、操舵を伴う

ことで生じるリスクを回避できることが分かった。 

今回の研究では、高速道路の直進に限定して検討し、交通参加者が多種多様で、交差

点、十字路、T 字路など複雑な交通環境である一般道路での有効性は検討していない。

一般道路では様々な属性の交通参加者がそれぞれ、異なる動き方をし、歩行者、自転車

による信号無視などが日常的に行われる状況、かつ、場所による制限速度の違いなど、

ルールが複雑なこともあり、「予測」や「事前準備の成立性」が難しくなると考えられ

る。 

走行する車両同士はある程度の距離内に入るとお互いに危険源となり、１台の車両の

不注意が周辺車両の事故発生要因になる、ドライバは危険を感じる運転を行う車両を良

くは思わないだろう。今後、市場に登場する自動運転車が、他の交通参加者から良い動

きをして安心出来ると認められ、信頼を得て普及し社会から期待される役割を果たせる

ことを願う。 
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Fig. 53 PRAV (高速道路直進) 
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